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資料２



公募要領
基本スキーム
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問い合わせ先：
shouene@nedo.go.jp

簡易まとめ表（提出期限・問い合わせ先）
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＜応募書類受付期間＞
郵送のみ[持込厳禁]。
提出期限：9/4(金)当日消印有効。



コロナ禍後の社会変化に資す
る省エネルギー関連技術が対
象です。
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P.1 １－２．目的

１－２. 目的
我が国における省エネルギー型経済社会の構築及び我が国の産業競争力の強化に寄与することを
目的としています。また、本事業の実施を通じて、特に、イノベーションの担い手として重要な
中小・ベンチャー企業等を支援することとします。
省エネルギーに関する技術分野は多岐にわたります。そこで、「戦略的省エネルギー技術革新プ
ログラム」は、ＮＥＤＯが策定した基本計画及び２０２０年度実施方針に基づき、経済産業省及
びＮＥＤＯが定めた現行の「省エネルギー技術戦略」に掲げる産業、家庭・業務、運輸部門等の
省エネルギーに資する重要技術を中心に、技術開発を強力に推進します。

尚、本緊急追加公募では、コロナ禍において、特に甚大な影響を受けている中小・ベンチャー企
業に対し、コロナ禍後の社会変化に資する省エネルギー関連技術開発を支援します。



エネルギー使用量削減のない
技術＆再エネは対象外。

P.1 １－３．（１）対象となる「エネルギー」
P.2 １－３．（３）技術開発フェーズ
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募集テーマは実用化開発のみ。
交付期間は最長2年（交付決
定から24ヶ月)以内。



１名の技術開発責任者を選出。
技術開発責任者は、主任研究者候補（委託先、
共同研究先は除く）から選出。

P.5 ２－３．実施体制
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学術機関等から民間企業への委託・
共同研究は原則不可。



委託・共同研究費は助成事業者ごとの年間技
術開発費の50%未満とすること。
共同研究先が学術機関等の場合、費用は
NEDOが100%助成（条件あり）。

P.6 ２－５．助成対象費用
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提案者と委託・共同研究先間の契約は、
費用は提案者が全額負担（消費税含む）
する契約とすること。



今年度の様式を使用し、以下に留意し作成。
・様式1～5, 9-1, 9-2, 10は正1部、副2部が必要
・複数の提案者がいる場合

様式1, 7は提案者毎に作成
様式10は体制内全法人をまとめて記載

・提案書とともにDVD-R等の不揮発性媒体を提出
様式2： Excel 
様式3： PowerPoint
様式4： Word

P.7  ４－１．提案書及び応募書類等様式
P.8 ４－２．応募書類作成における注意事項
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Ａ４判縦長（横書き）、モノクロ片面、
書類を左綴じクリップ止めで提出

イメージ



＜返送用の書類・封筒の準備＞

連名提案の場合

返送先

返送先

返送先

返送先

返送先

応募書類に不備がある場合、修正して
いただきます

P.10 ４－３．提案書類の受理及び提案書類に不備があった場合
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提案者1 提案者2 提案者3

<採択結果送付用>

角形2号(A4判が入る大きさ) 

※提案書提出後に返送先(住所、担当者等)
に変更が生じた場合は再提出願います。

※提案者別に返送を希望する場合、
2通×提案者数に相当する封筒を用意。

「返送用封筒」を用意

提案者毎に「応募書類受理票」を作成

<受理票返送用>



「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)」へ
の登録・申請が必要。
登録は下記URL：
https://www.e-rad.go.jp/
要領に記載の手順で提出してください。

研究機関の登録手続きに２週間以上かかる場
合もあります。
応募予定の方は早めに登録してください。

P.10 ４－４．府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録
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＜審査について＞
プレゼンテーション審査を行う場合
があります。行う場合の日時、場所
等はNEDO事務局より連絡します。

審査基準は、７－２をご覧ください
スケジュールは７－４をご覧くださ
い。

P.12 ７－１．審査の方法
P.13 ７－３．審査結果の通知及び公表
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採択テーマの概要については、
原則公開します。

７－１．審査の方法
（１） 外部有識者による採択審査委員会とＮＥＤＯ内に設置する契約・助成審査委
員会の二段階で審査します。
（２） 採択審査委員会では、提案書の内容について審査し、本事業の達成に有効と
認められる助成事業者候補を選定します。
（３） 審査の過程で、プレゼンテーションの実施等をお願いする場合があります。
プレゼンテーションを実施していただく場合の日時・場所等は、ＮＥＤＯから様式２
に記載いただいた連絡先へ電子メールにてご連絡いたします。なお、プレゼンテー
ションの資料は基本スキーム指定の様式（「２０２０年度戦略的省エネルギー技術革
新プログラム緊急追加公募」のウェブサイトに掲載）で作成してください。
（４） 提案内容の確認のために、説明又は追加資料の提出を求めることがあります。
（５） 契約・助成審査委員会では、採択審査委員会の結果を踏まえ、ＮＥＤＯが定
める基準等に基づき、最終的に助成事業者を決定します。
（６） 助成事業者の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合わ
せには応じられませんのであらかじめご了承ください。



P.14 ７－４．スケジュール
P.14 ８－１．（２）交付申請書作成にあたっての制限
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採択された後、交付申請書を提出
採択決定後、提案者の判断で実施
体制を変更することは特別な理由
がある場合を除き不可。
提案時の技術開発費の年度ごとの
総額を超えた申請も不可。



P.17 ８－３．技術開発の終了後
P.18 ９．問い合わせ
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問い合わせは電子メールのみで受け付けます（日本語のみ、電話不可）。
※希望者には面談可能。

テーマ終了後に事後評価があります。
また、開発成果についての追跡調査
もございますので、ご協力よろしく
お願いいたします。

９．問い合わせ
本件に関するお問い合わせは、公募締め切り前日の１７時まで、下記宛電子メールで受け付けます

（日本語のみ）。また、希望者に対しては、面談も受け付けます。（審査の経過等に関するお問い合わ
せには応じられません。）
○お問い合わせ先：
省エネルギー部「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」事務局
電子メールアドレス：shouene@nedo.go.jp



P.23 添付資料２ 助成事業のポイント
１．処分制限：交付規程 第16条
・取得価格又は効用の増加価格が単価５０

万円以上の機械および重要な器具その他
の財産が対象（耐用年数内）。

・期間は、昭和５３年通商産業省告示第３
６０号を準用する。

[内容]
助成金の交付の目的に反して使用し、譲
渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供
しようとする場合には、あらかじめ当機
構の承認を受ける必要がある。

２．収益納付：交付規程 第25条
・助成事業者に相当の収益が生じたと認め

たときは、助成事業者に対して交付した
助成金の全部又は一部に相当する金額の
納付を命ずることができる。

・期間は、助成事業の完了年度の翌年度以
降8年間とする。

３．企業化状況報告書：交付規程 第２４条
・助成事業者に助成事業の完了年度の翌年

度以降8年間、当該助成事業に係る過去１
年間の企業化状況について、報告書を提
出させるものとする。
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P.25～29 添付資料３ 省エネルギー効果量の計算方法と算出例

指標Ａ：単位当たりの省エネルギー効果量
⇒成果物１つ当たりのエネルギー削減量
指標Ｂ：20XX年時点の市場導入量
⇒市場導入量＝その時点でのストック

原油への換算は、
発熱量1MJを原油2.58×10-5kL

としてください。

機器の消費電力を熱量換算する場合は、
電力受電端発熱量を使用してください。

計算に用いる数字は客観的データを基に使
用してください。また、市場の規模や占有
率の予測は根拠を明記してください。
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